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―限定正社員と正規登用を中心に

景
気
回
復
の
追
い
風
も
あ
り
、
非
正
社
員
を�

正
社
員
化
す
る
流
れ
が
広
が
っ
て
い
る
―
―
。

　
「
ユ
ニ
ク
ロ
」
を
展
開
す
る
フ
ァ
ー

ス
ト
リ
テ
イ
リ
ン
グ
が
国
内
の
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
約
三
万
人
の
う
ち
一

万
六
〇
〇
〇
人
を
向
こ
う
二
～
三
年
で

地
域
限
定
の
正
社
員
に
す
る
と
の
発
表

や
、ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー
・
ジ
ャ

パ
ン
が
契
約
社
員
八
〇
〇
人
を
正
社
員

化
す
る
、
家
具
大
手
の
イ
ケ
ア
ジ
ャ
パ

ン
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
従
業
員
を
無
期
契

約
化
す
る
と
い
っ
た
報
道
が
相
次
い
で

い
る
。
小
売
・
飲
食
業
の
関
係
で
は
人

手
不
足
が
企
業
経
営
の
大
き
な
ボ
ト
ル

ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、

人
材
囲
い
込
み
の
た
め
に
も
、
店
舗
の

拡
大
に
対
応
し
た
正
社
員
化
の
動
き
が

進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
で
は
新

た
な
正
社
員
区
分
を
創
設
し
、
契
約
社

員
か
ら
約
五
〇
〇
〇
人
を
登
用
し
た
こ

と
は
弊
誌
四
月
号
で
紹
介
し
た
。
ト
ヨ

タ
自
動
車
で
は
期
間
従
業
員
の
本
工
化

(
正
社
員
登
用)

を
拡
大
す
る
方
針
で

あ
る
こ
と
も
報
道
さ
れ
た
。
最
近
の
動

向
で
注
目
を
集
め
た
Ａ
Ｎ
Ａ
の
客
室
乗

務
員
（
契
約
社
員
）
約
一
六
〇
〇
人
の

正
社
員
転
換
は
今
号
特
集
の
連
載
欄
の

な
か
で
詳
報
す
る
。

　

こ
う
し
た
非
正
規
雇
用
に
係
わ
る
人

事
・
処
遇
制
度
見
直
し
や
正
社
員
転
換
・

登
用
拡
大
の
背
景
に
は
、
人
手
不
足
の

ほ
か
、
経
営
戦
略
の
見
直
し
、
労
働
契

約
法
な
ど
の
法
改
正
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
へ
の
対
応
、
労
務
構
成
の
是
正
な

ど
、
複
合
的
要
因
が
絡
み
あ
っ
て
い
る
。

当
機
構
の
調
査
で
も
改
正
労
働
契
約
法

に
対
応
し
て
パ
ー
ト
・
契
約
社
員
の
労

働
契
約
を
有
期
か
ら
無
期
化
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
前
向
き
な
企
業
が
多
い
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
そ
の
無
期
化
の
後

の
受
け
皿
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
限
定

正
社
員
」
の
導
入
を
構
想
し
て
い
る
企

業
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き

だ
ろ
う
。
あ
わ
せ
て
、
金
融
・
損
保
関

係
で
は
、
主
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
へ

の
対
応
策
と
し
て
、
派
遣
社
員
の
直
接

雇
用
化
（
パ
ー
ト
・
契
約
社
員
）
を
す

す
め
た
う
え
で
、
段
階
的
に
正
社
員
登

用
に
つ
な
げ
る
制
度
を
す
で
に
整
備
し
、

実
績
を
あ
げ
て
き
て
い
る
。

　

特
集
で
は
こ
う
し
た
企
業
が
模
索
す

る
新
た
な
雇
用
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
動

向
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
や
ヒ
ア
リ

ン
グ
調
査
を
も
と
に
、
そ
の
現
状
を
把

握
す
る
と
と
も
に
今
後
の
行
方
を
展
望

す
る
。

非正規雇用者の正社員登用の可能性――働き方と賃金の「汽水域」が鍵
� 小野晶子　主任研究員

非正規雇用者の活用と正社員登用の状況――現業系業務の５事例から
� 奥田栄二　主任調査員補佐

企業における雇用ポートフォリオのあり方は今、どう変わろうとしているのか
　　　　　――「JILPT人材マネジメントのあり方に関する調査」結果より
� 調査・解析部
＜連載＞
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１
は
じ
め
に

　

非
正
規
雇
用
の
労
働
者
（
以
下
、
非
正
規

雇
用
者
）
の
増
加
が
、
社
会
的
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

全
雇
用
者
に
占
め
る
非
正
規
雇
用
者
の
割
合

は
三
五
・
二
％
に
達
し（
１
）、
そ
の
数
も
割

合
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

　

企
業
が
非
正
規
雇
用
を
活
用
す
る
大
き
な

理
由
の
一
つ
は
コ
ス
ト
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
あ

る
。
利
益
最
大
化
の
た
め
に
必
要
な
企
業
行

動
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
長
期
に
わ
た
っ

た
時
や
社
会
全
体
で
み
た
時
に
は
、
非
正
規

雇
用
の
増
加
は
利
益
に
つ
な
が
ら
な
い
可
能

性
が
あ
る
。
非
正
規
雇
用
者
は
正
社
員
に
比

べ
雇
用
が
短
期
的
傾
向
に
あ
り
、教
育
訓
練
・

能
力
開
発
の
機
会
が
正
社
員
に
比
べ
て
乏
し

く
な
る
。
技
術
や
能
力
が
蓄
積
、
継
承
で
き

る
人
的
資
源
が
枯
渇
す
れ
ば
、
将
来
的
に
獲

得
で
き
る
利
益
は
減
少
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
企
業
は
非
正
規
雇

用
者
の
正
社
員
登
用
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ

資
料
シ
リ
ー
ズ
№
137
『
非
正
規
雇
用
者
の
企

業
・
職
場
に
お
け
る
活
用
と
正
社
員
登
用
の

可
能
性
―
事
業
所
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら
の

分
析
』（
二
〇
一
四
年
五
月
発
行
）
の
総
論
部

分
か
ら
企
業
・
事
業
所
の
非
正
規
雇
用
者
の

活
用
と
正
社
員
登
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
み

て
い
く
。
と
く
に
非
正
規
雇
用
者
と
正
社
員

の
働
き
方
や
賃
金
の
重
な
り
―
―「
汽
水
域
」

に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
表
１
は
ヒ
ア
リ
ン

グ
調
査
を
実
施
し
た
一
九
の
企
業
・
事
業
所

の
概
要
で
あ
る
。
な
お
本
調
査
で
の
「
契
約

社
員
」「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」「
派
遣
社
員
」

と
い
っ
た
雇
用
形
態
別
の
定
義
は
脚
注
を
参

照
い
た
だ
き
た
い（
２
）。

２
正
社
員
登
用
し
て
い
る
事
業
所

の
特
徴
と
働
き
方

　

一
九
の
調
査
対
象
の
う
ち
、
過
去
三
年
間

に
非
正
規
雇
用
か
ら
正
社
員
へ
登
用
し
た
実

績
が
あ
る
企
業
・
事
業
所
は
、
一
二
で
あ
っ

た
。
表
２
は
、
一
二
の
企
業
・
事
業
所
を
正

社
員
登
用
人
数
の
全
正
社
員
数
に
対
す
る
比

率（
以
下
、正
社
員
登
用
者
の
比
率
と
い
う
）

が
大
き
い
順
に
並
べ
て
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

企
業
や
事
業
所
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
正

社
員
登
用
者
の
比
率
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
正
社
員
登
用
を
恒
常
的
に
行
っ
て

い
る
の
か
、
一
過
的
な
も
の
な
の
か
二
つ
に

分
け
た
。
正
社
員
登
用
を
恒
常
的
に
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
は
、
正
社
員
登
用
が
制
度
化
し

て
い
た
り
、
非
正
規
雇
用
で
の
働
き
方
が
正

社
員
に
接
続
さ
れ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い

非
正
規
雇
用
者
の
正
社
員
登
用
の
可
能
性 

　
　
　
　
　
　

―
働
き
方
と
賃
金
の
「
汽
水
域
」
が
鍵

　
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
主
任
研
究
員　

小
野　

晶
子

表 1　ヒアリング調査対象の企業・事業所

産業 業種
本報告書での名称 企業全体の従業員 

規模（公表ベース） 調査対象事業所形態
企業名称 事業所名称

製造業

電気機器製造 A社 AA事業所 約35,000人（単独） 研究拠点、工場

大手製造業 B社 本社 約8,000人（単独） 本社／研究拠点

オーディオ機器製造 C社 本社 約4,000人（単独） 本社／研究拠点、工場

製罐・プラスチック容器製造 D社 DD工場 約1,100人 支社／工場

通信機器関連部品製造 E社 本社工場 約60人 本社（1事業所）／工場

自動車部品製造 F社 本社工場 約80人 本社（1事業所）／工場

金融・保険業

大手金融機関 G社 ― 約26,000人 本社

損害保険 H社 ― 約11,000人 本社

地方銀行 I社 ― 約3,000人 本社

信用金庫 J社 ― 約800人 本社

クレジットカード K社 ― 約200人（単独） 本社

運輸業
引越し業 L社 LL事業所 約4,000人 支社／営業拠点

倉庫業 M社 MM事業所 約1,700人 支社／倉庫

卸売業 総合商社 N社 ― 約6,000人 （単独） 本社

小売業 スーパーマーケット O社 ― （非公開） 本社／店舗

情報通信業 システム開発 P社 ― 約1,500人 本社

飲食サービス業 ファストフード Q社 ― 約2,800人（連結） 本社

生活関連サービス業 リネンサプライ R社 RR工場 約1,200人 支社／工場

医療・福祉 有料老人ホーム S社 SS事業所 約100人 支所／有料老人ホーム
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た
り
す
る
。
登
用
後
の
仕
事
内
容
は
職
場
の

中
枢
的
労
働
力
と
し
て
、
あ
る
い
は
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
、
さ
ら
な
る
生
産
性
の
向
上
を

期
待
さ
れ
て
お
り
、
正
社
員
登
用
が
雇
用
管

理
機
能
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
一
方
、
一
過
的
に
登
用
を
行
っ
た
と
こ

ろ
は
、ほ
と
ん
ど
が
会
社
の
経
営
方
針（
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
）
で
、
雇
用
区
分
の
見
直
し
を
目

的
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
契
約
社
員
か

ら
新
設
さ
れ
た
正
社
員
区
分
へ
転
換
さ
せ
、

そ
の
後
そ
の
雇
用
区
分
に
つ
い
て
は
廃
止
す

る
か
、
自
然
減
で
温
存
す
る
形
が
と
ら
れ
る
。

　

正
社
員
登
用
の
実
績
の
あ
る
企
業
・
事
業

所
を
、
正
社
員
登
用
者
の
比
率
順
に
み
る
と
、

恒
常
的
に
正
社
員
登
用
を
実
施
し
て
い
る
企

業
・
事
業
所
が
上
位
に
来
る
。
恒
常
的
に
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
正
社
員
の
採
用

ル
ー
ト
が
新
卒
よ
り
も
、
中
途
採
用
や
内
部

登
用
に
集
中
し
て
お
り
、
支
社
が
採
用
権
限

を
持
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
支
社
の
増

員
の
要
望
を
本
社
が
ほ
ぼ
聞
き
入
れ
て
い
る

な
ど
、
支
社
が
正
社
員
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
る
体
制
に
あ
る
。

　

ま
た
、
登
用
先
で
あ
る
正
社
員
の
雇
用
区

分
は
、
い
わ
ゆ
る
限
定
正
社
員
で
あ
る
場
合

が
多
い
。
職
域
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
ほ
と
ん
ど
が
勤
務
地
域
も
限
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
地
域
の
拠
点
で
、
正
社

員
の
地
域
採
用
枠
の
裁
量
を
持
っ
て
い
る
場

合
に
、
正
社
員
登
用
が
進
む
よ
う
だ
。
上
位

の
四
社
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

　

倉
庫
業
Ｍ
社
の
Ｍ
Ｍ
事
業
所
の
正
社
員
数

は
五
四
人
、
過
去
三
年
間
で
契
約
社
員
か
ら

正
社
員
に
九
人
登
用
し
て
い
る
。
当
調
査
の

中
で
は
も
っ
と
も
正
社
員
登
用
の
比
率
が
高

い
。
派
遣
労
働
を
非
正
規
雇
用
の
入
職
口
と

し
、
契
約
社
員
に
登
用
し
た
上
で
、
正
社
員

に
登
用
す
る
。
登
用
先
の
正
社
員
の
区
分
は

地
域
限
定
正
社
員
で
あ
り
、
年
に
一
回
、
登

用
の
機
会
が
あ
る
。
登
用
に
関
す
る
要
望
は
、

予
算
編
成
の
時
期
に
事
業
所
か
ら
出
さ
れ
、

本
社
と
親
会
社
で
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。

承
認
に
関
し
て
は
、
登
用
者
の
個
人
属
性
や

履
歴
等
に
つ
い
て
の
是
非
で
は
な
く
、
基
本

的
に
事
業
所
の
内
部
登
用
枠
内
（
予
算
内
）

に
収
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
て

い
る
。
Ｍ
社
Ｍ
Ｍ
事
業
所
で
は
、
現
場
で
働

く
正
社
員
の
採
用
枠
が
伝
統
的
に
現
場
で
確

保
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
登
用
前
と
登

用
後
の
仕
事
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
契
約

社
員
や
派
遣
社
員
を
統
括
し
て
仕
事
を
進
め

て
い
く
リ
ー
ダ
ー
的
な
要
素
を
求
め
ら
れ
、

責
任
の
範
囲
が
広
が
る
。
賃
金
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
が
、
契
約
社
員
と
地
域
限
定
正
社

員
の
賃
金
表
が
接
続
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
非
正
規
雇
用
形
態
が
正

社
員
登
用
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

損
保
Ｈ
社
は
、
二
〇
一
〇
年
に
雇
用
区
分

の
見
直
し
を
行
い
、
八
六
五
人
を
契
約
社
員

か
ら
正
社
員
に
登
用
し
て
い
る
。
一
過
的
要

素
が
強
い
も
の
の
、
今
後
も
恒
常
的
な
登
用

が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
正
社
員
登
用
は
、
主

に
契
約
社
員
か
ら
職
域
と
地
域
が
限
定
さ
れ

た
正
社
員
（
以
下
、サ
ポ
ー
ト
社
員
）
の
ル
ー

ト
で
行
わ
れ
る
。
同
じ
業
務
を
行
う
契
約
社

員
と
サ
ポ
ー
ト
社
員
の
賃
金
差
を
な
く
し
、

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
し
た
。
異
な
る

の
は
、
主
に
雇
用
契
約
期
間
の
有
無
で
あ
る

（
詳
細
は
後
述
す
る
）。
正
社
員
に
登
用
さ

れ
る
要
件
は
本
人
の
希
望
と
、勤
続
年
数（
一

年
以
上
）、
上
司
の
推
薦
が
中
心
で
あ
り
、

そ
れ
ほ
ど
高
い
要
件
で
は
な
い
。
Ｈ
社
で
は
、

優
秀
な
人
に
な
る
べ
く
長
く
勤
続
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
雇
用
契
約
期
間
の
無
期
化
（
正

社
員
化
）
を
推
進
し
て
い
る
。

　

引
越
し
業
Ｌ
社
Ｌ
Ｌ
事
業
所
の
正
社
員
数

は
二
六
八
人
で
、
過
去
三
年
間
で
一
九
人
を

契
約
社
員
か
ら
正
社
員
へ
登
用
し
て
い
る
。

ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
契
約
社
員
、
契
約
社
員
か

ら
正
社
員
へ
と
転
換
す
る
。
対
象
職
種
は
、

引
越
し
業
務
で
中
心
と
な
る
ド
ラ
イ
バ
ー
で

あ
る
。
Ｌ
Ｌ
事
業
所
で
は
堅
調
な
市
場
の
需

要
が
あ
っ
て
人
手
不
足
感
が
強
く
、
ド
ラ
イ

バ
ー
数
の
確
保
が
売
上
上
昇
の
鍵
と
な
る
た

め
常
に
ド
ラ
イ
バ
ー
を
欲
し
て
い
る
。
ア
ル

表２　正社員登用の実績がある企業・事業所（正社員登用の比率順：列網がけ部分）

※　2009 年に派遣社員約 7000 人を直接雇用化している

正社員への登用
実績（過去3年間）

登用の特徴
主な登用先正社

員区分
登用直前の非正規

雇用区分
過去3年間の
正社員登用数

正社員登用
者の比率

中心となる正社
員の採用傾向

正社員採用・
転換の権限

M社 あり 恒常的 地域限定社員 契約社員 9 0.167 支社採用者はす
べて内部登用

地域限定職に
ついては支社
が権限を持つ

H社 あり 恒常的 
＋一過的

職域限定社員
総合職 契約社員 865 0.119 新卒（職域限定正

社員は登用） 本社

L社 あり 恒常的
職種限定

（ドライバー、営
業、専門事務）

契約社員 19 0.071 新卒／内部登用 支社が権限を
持つ

D社 あり 恒常的 地域限定社員 臨時社員 6 0.052 中途採用
地域限定枠で
の採用の裁量

あり

N社 あり 一過的 一般事務職 「一般スタッフ職」
（現在なし） 200弱 0.032 新卒 本社

R社 あり 恒常的 総合職 パート 2 0.029 新卒／中途採用
事業所の要員増
要望はほぼ聞き

入れられる

J社 あり 恒常的 総合職 契約社員 8 0.011 新卒 本社

C社 あり 一過的
一般事務職

総合職（技術系）
専門職

派遣社員
契約社員 19 0.007 新卒 本社

G社 あり
恒常的

（＋一過的
※）

職域限定社員 契約社員 70 0.004 新卒 本社

I社 あり 恒常的 地域限定社員 パート
（フルタイム） 7～8 0.003 新卒 本社

B社 あり 一過的 一般事務職 契約社員
期間従業員 5 0.002 新卒 本社

O社 あり 恒常的 あり パート （非公開） 0.002 新卒 本社
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バ
イ
ト
な
ど
で
入
っ
て
き
た
有
望
な
人
材
を

ス
カ
ウ
ト
し
て
契
約
社
員
か
ら
正
社
員
へ
と

登
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
強
い
。
正
社
員

採
用
の
権
限
は
支
社
に
あ
り
、
本
社
は
関
与

し
な
い
。
支
社
は
売
上
目
標
を
達
成
す
る
こ

と
が
課
せ
ら
れ
て
い
て
、
人
件
費
や
要
員
管

理
は
支
社
の
裁
量
の
中
に
あ
る
。
年
に
一
度
、

正
社
員
登
用
に
応
募
し
て
き
た
契
約
社
員

（
応
募
条
件
は
ク
リ
ア
し
て
い
る
）
に
対
し

て
研
修
を
行
い
、
テ
ス
ト
で
登
用
の
是
非
が

判
断
さ
れ
る
と
い
う
。
契
約
社
員
と
し
て
順

当
に
働
い
て
い
れ
ば
正
社
員
登
用
は
「
そ
れ

ほ
ど
高
い
ハ
ー
ド
ル
で
は
な
い
」
と
い
う
。

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
製
造
業
Ｄ
社
Ｄ
Ｄ
事

業
所
の
正
社
員
数
は
一
一
六
人
で
、
過
去
三

年
間
に
六
人
を
契
約
社
員
か
ら
正
社
員
に
登

用
し
て
い
る
。
Ｄ
社
は
、
本
社
で
の
新
卒
採

用
が
中
心
で
、
高
卒
の
新
卒
が
事
業
所
に
配

属
さ
れ
る
一
方
で
、
工
場
ラ
イ
ン
の
人
員
不

足
に
対
し
て
は
、
派
遣
社
員
を
補
充
し
て
直

接
雇
用
へ
転
換
す
る
こ
と
を
行
っ
て
き
た
。

製
造
ラ
イ
ン
で
の
作
業
で
重
要
な
ス
キ
ル
は

「
ト
ラ
ブ
ル
処
理
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
商

品
に
不
具
合
が
生
じ
た
時
に
、
ど
こ
の
段
階

で
ど
の
よ
う
な
機
械
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て
い

る
か
を
「
推
理
」
す
る
ス
キ
ル
で
あ
る
。
機

械
の
癖
や
一
連
の
ラ
イ
ン
作
業
を
把
握
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
ま
で
に
二
～
三
年
は
か
か
る
と
い
う
。

非
正
規
雇
用
者
が
熟
練
し
、
Ｄ
Ｄ
事
業
所
と

し
て
確
保
し
て
お
き
た
い
人
材
と
な
っ
て
き

た
こ
と
、
せ
っ
か
く
育
て
た
人
材
が
離
職
す

る
危
険
性
が
み
え
は
じ
め
た
こ
と
か
ら
、
独

自
の
正
社
員
登
用
ル
ー
ト
を
構
築
し
た
。
地

域
限
定
正
社
員
と
し
て
登
用
さ
れ
た
者
は
、

本
社
採
用
の
正
社
員
と
は
異
な
る
賃
金
テ
ー

ブ
ル
で
管
理
さ
れ
て
い
る
。

３
正
社
員
登
用
の
賃
金
接
続
状
況

―
―
２
つ
の
モ
デ
ル

　

正
社
員
登
用
時
、
非
正
規
雇
用
者
か
ら
正

社
員
へ
の
賃
金
は
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
い

く
の
か
。
先
述
し
た
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
で

は
、
仕
事
内
容
は
従
前
の
も
の
を
踏
襲
し
つ

つ
、
リ
ー
ダ
ー
的
な
役
割
な
ど
が
付
加
さ
れ

た
り
、
熟
練
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
仕
事
内
容
か
ら
考
え
る
と
賃
金
が
大
幅

に
飛
躍
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
横
滑
り

か
少
し
上
昇
す
る
程
度
に
接
続
す
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

実
際
に
、
調
査
対
象
企
業
・
事
業
所
の
非

正
規
雇
用
者
と
正
社
員
の
賃
金
接
続
の
状
況

を
単
純
化
す
る
と
、
以
下
の
二
つ
に
モ
デ
ル

化
で
き
る
。

（
１
）
均
等
待
遇
モ
デ
ル

　

一
つ
は
「
均
等
待
遇
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
が
、

非
正
規
雇
用
の
職

種
・
業
務
が
正
社
員

に
も
あ
り
、
同
じ
職

種
・
業
務
を
し
て
い

れ
ば
、
時
給
換
算
し

た
場
合
に
ほ
と
ん
ど

賃
金
差
が
み
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
モ

デ
ル
を
図
示
す
る
と

図
１
の
よ
う
な
、
帯

状
に
雇
用
形
態
を
横

断
し
た
賃
金
接
合
面

と
な
る
。
同
じ
業
務

を
や
っ
て
い
れ
ば
同

じ
賃
金
（
同
一
労
働

同
一
賃
金
）
で
あ
り
、

「
正
社
員
」
で
あ
っ

て
も
同
じ
業
務
を

や
っ
て
い
る
限
り
賃
金
は
高
く
な
ら
な
い
。

大
き
な
違
い
は
、
雇
用
契
約
期
間
が
無
期
か

有
期
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
正
社
員
と
非
正
規
雇

用
者
の
賃
金
の
接
続
が
職
種
や
業
務
を
通
じ

て
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、
職
種
や
業
務
が

限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
正
社
員
の
雇
用
区

分
に
接
続
す
る
。
逆
に
い
え
ば
、
一
般
的
な

職
能
等
級
制
度
で
正
社
員
の
序
列
が
出
来
て

い
る
よ
う
な
企
業
で
は
、
こ
う
い
っ
た
形
で

賃
金
に
接
続
さ
せ
る
の
が
難
し
い
。
こ
の
モ

デ
ル
で
は
、
賃
金
カ
ー
ブ
が
勤
続
年
数
や
年

齢
で
増
加
し
て
い
く
よ
う
な
形
を
描
か
な
い

の
で
、
多
く
の
現
場
人
材
を
安
定
的
に
欲
す

る
よ
う
な
職
場
に
と
っ
て
、
正
社
員
登
用
は

合
理
的
な
行
動
で
あ
る
と
い
え
る
。
先
に
あ

げ
た
四
事
例
の
う
ち
Ｈ
社
（
図
２
）
と
Ｌ
社

（
図
３
）
が
こ
の
モ
デ
ル
に
あ
て
は
ま
る
。

　

二
つ
の
ケ
ー
ス
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、

非
正
規
雇
用
の
賃
金
の
幅
が
広
く
、
正
社
員

の
賃
金
と
の
重
な
り
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。

正
社
員
登
用
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
て
、
登

用
の
ハ
ー
ド
ル
は
低
い
。
た
だ
し
、
登
用
先

の
正
社
員
の
職
域
や
職
種
が
限
定
さ
れ
て
い

る
。

　

損
保
Ｈ
社
で
は
、
地
域
と
職
域
が
限
定
さ

れ
て
い
る
正
社
員（
以
下
、サ
ポ
ー
ト
社
員
）

と
契
約
社
員
と
の
職
域
や
業
務
が
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
り
、
賃
金
の
時
間
単
価
も
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
。
職
種
・
職
務
（
ジ
ョ
ブ
）
へ
の
対
価

を
前
面
に
出
し
、
勤
続
年
数
と
賃
金
上
昇
が

密
接
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
脱
却
し
て
い
る
。

非
正
規
雇
用
と
の
垣
根
を
低
く
し
、「
有
期
」

か
「
無
期
」
の
雇
用
契
約
を
軸
に
非
正
規
雇

用
と
正
社
員
を
区
分
し
て
い
る
。
Ｈ
社
の
正

社
員
区
分
は
、
地
域
と
職
域
が
限
定
さ
れ
て

い
る
サ
ポ
ー
ト
社
員
と
、
職
域
が
限
定
さ
れ

て
い
な
い
総
合
職
タ
イ
プ
の
正
社
員
に
分
か

れ
る
。
後
者
は
、
前
者
に
比
べ
て
賃
金
幅
が

広
く
な
る
。
総
合
職
タ
イ
プ
に
も
転
換
す
る

図１　賃金接続のモデル 1「均等待遇モデル」

図２　損保 H 社の賃金接続イメージ

有期契約社員A 有期契約社員B 正社員（無期契約）

賃金

（時給換算）

パート 契約社員 正社員 正社員
（総合系地域限定）(アシスタント）

新卒

賃金

（時給換算）
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こ
と
は
可
能
だ
が
、
よ
り
高
次
の
職
域
に
就

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
こ
ち
ら
は
も

う
一
方
の
「
雇
用
形
態
階
層
モ
デ
ル
」
に
近

い
。

　

引
越
し
業
Ｌ
社
で
正
社
員
に
登
用
さ
れ
る

職
種
は
ほ
と
ん
ど
が
ド
ラ
イ
バ
ー
で
あ
る
。

ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
契
約
社
員
、
契
約
社
員
か

ら
正
社
員
へ
と
転
換
す
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
か

ら
契
約
社
員
に
転
換
す
る
ハ
ー
ド
ル
は
比
較

的
高
く
、
時
給
換
算
で
も
賃
金
が
相
当
上
が

る
。
一
方
で
、
契
約
社
員
と
正
社
員
の
賃
金

は
、
同
じ
職
種
（
ド
ラ
イ
バ
ー
）
で
同
じ
よ

う
な
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ほ

ぼ
同
じ
賃
金
に
な
る（
同
一
労
働
同
一
賃
金
）。

契
約
社
員
と
正
社
員
で
異
な
る
部
分
は
、
契

約
社
員
は
基
礎
給
与
部
分
が
一
律
五
万
円
だ

が
、
正
社
員
の
場
合
は
勤
続
年
数
に
従
っ
て

少
額
で
は
あ
る
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
と
、

賞
与
部
分
で
契
約
社
員
と
正
社
員
で
は
一
～

二
カ
月
分
の
月
給
く
ら
い
の
差
が
出
る
。
Ｌ

社
の
場
合
も
、
有
望
な
人
材
に
は
な
る
べ
く

長
期
に
わ
た
っ
て
定
着
し
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
こ
と
か
ら
、
有
期
雇
用
か
ら
無
期
雇
用

へ
の
転
換
の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
し
て
い
る
。

従
来
型
の
「
正
社
員
」
の
賃
金
体
系
と
は
異

な
り
、
仕
事
（
ジ
ョ
ブ
）
に
対
す
る
対
価
を

支
払
う
無
期
雇
用
の
社
員
と
い
う
合
理
的
な

雇
用
管
理
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
雇
用
形
態
階
層
モ
デ
ル

　

二
つ
め
は
、「
雇
用
形
態
階
層
モ
デ
ル
」
で

あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
非
正
規
雇
用
と
正

社
員
の
仕
事
が
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
難

易
度
や
責
任
の
範
囲
な
ど
で
分
け
ら
れ
て
い

る
場
合
に
多
い
。
非
正
規
雇
用
者
は
、
通
常

正
社
員
の
補
助
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、

あ
る
一
定
の
難
易
度
を
超
え
た
り
、
リ
ー

ダ
ー
役
に
就
く
な
ど
責
任
が
重
く
な
る
と
、

雇
用
区
分
が
変
わ
り
上
昇
し
て
い
く
。
ま
た
、

非
正
規
雇
用
区
分
も
階
層
化
し
て
い
る
傾
向

に
あ
る
。
仕
事
内
容
の
重
な
り
は
、
雇
用
区

分
が
重
な
る
部
分
で
み
ら
れ
る
が
、「
均
等
待

遇
モ
デ
ル
」
の
よ
う
に
大
幅
に
重
複
し
て
い

る
こ
と
は
な
い
。
モ
デ
ル
を
図
示
す
る
と
図

４
の
よ
う
な
階
段
状
で
あ
り
、
賃
金
は
ピ
ン

ポ
イ
ン
ト
に
接
合
す
る
。
雇
用
形
態
の
上
位

か
ら
、
次
の
雇
用
形
態
に
移
る
こ
と
は
、
賃

金
お
よ
び
業
務
内
容
が
上
方
に
変
化
す
る
こ

と
な
の
で
、
当
然
転
換
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い

し
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
数
を
登
用
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
本
調
査
で
は
、
正
社
員

登
用
し
て
い
る
多
く
の
企
業
・
事
業
所
が
こ

の
モ
デ
ル
に
該
当
す
る
。
製
造
業
Ｄ
社
（
図

５
）、
倉
庫
業
Ｍ
社
（
図
６
）
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。

　

製
造
業
Ｄ
社
Ｄ
Ｄ
事
業
所
で
は
、
非
正
規

労
働
の
入
職
口
は
派
遣
労
働
で
あ
り
、
派
遣

か
ら
パ
ー
ト
（
フ
ル
タ
イ
ム
）、
パ
ー
ト
か

ら
契
約
社
員
を
経
て
正
社
員
登
用
と
な
る
。

正
社
員
登
用
さ
れ
る
の
は
製
造
ラ
イ
ン
で
の

技
能
工
で
あ
る
。
製
造
ラ
イ
ン
の
生
産
性
を

上
げ
る
た
め
に
は
、
あ
る
一
定
以
上
の
熟
練

し
た
ス
キ
ル
を
持
つ
人
材
が
必
要
で
あ
り
、

当
事
業
所
で
は
、
現
場
が
必
要
と
す
る
人
材

を
正
社
員
登
用
で
き
る
独
自
の
地
域
限
定
枠

を
構
築
し
た
。
地
域
限
定
採
用
の
正
社
員
は
、

シ
フ
ト
リ
ー
ダ
ー
（
係
長
職
の
前
）
ま
で
の

昇
進
が
可
能
で
あ
る
。
登
用
直
後
の
年
収
は

約
三
〇
〇
万
円
で
あ
り
、
格
付
け
は
一
律
で

賃
金
の
接
合
点
は
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

一
時
的
に
年
収
が
低
下
す
る
者
も
い
る
が
長

い
目
で
み
れ
ば
プ
ラ
ス
に
転
じ
る
設
計
と

な
っ
て
い
る
。

　

倉
庫
業
Ｍ
社
Ｍ
Ｍ
事
業
所
で
は
、
派
遣
社

員
か
ら
契
約
社
員
、
契
約
社
員
か
ら
正
社
員

に
登
用
さ
れ
る
。
登
用
さ
れ
る
正
社
員
区
分

は
、
限
定
正
社
員
（
現
業
職
）
で
あ
り
、
昇

進
は
課
長
職
が
上
限
（
総
合
職
へ
の
転
換
は

可
能
）
と
な
る
。
多
く
は
地
元
の
高
校
卒
の

者
が
多
く
、
転
勤
を
伴
う
異
動
は
な
い
。
仕

事
内
容
は
、

派
遣
社
員
か

ら
契
約
社
員
、

正
社
員
と
段

階
的
に
主
体

的
な
判
断
業

務
へ
と
移
っ

て
い
き
、
正

社
員
に
登
用

さ
れ
る
と
、

現
場
で
派
遣

社
員
や
契
約

社
員
を
指
導

す
る
リ
ー

ダ
ー
役
と
な

る
。
た
だ
し
、

リ
ー
ダ
ー
役

に
な
る
こ
と

図３　引越し業 L 社の賃金接続イメージ

図５　製造業 D 社の賃金接続イメージ

図４　賃金接続モデル 2「雇用形態階層モデル」

契約社員パート・アルバイト 正社員

新卒

現地採用

（勤務地限定）

賃金

（時給換算）

派遣社員料金 パート 契約社員 正社員

（フルタイム） （地域限定）

新卒

？

非管理職、現地採用

（勤務地限定、昇進は

リーダーまで）

賃金

（時給換算）

有期契約社員A 有期契約社員B

賃金

正社員（無期契約）

（時給換算）
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が
登
用
の
条
件
な
の
で
、
非
正
規
雇
用
者
の

中
で
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
上
位
に
つ
か
な
い

と
正
社
員
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。

　

Ｍ
Ｍ
事
業
所
で
は
、
仕
事
の
段
階
的
上
昇

を
背
景
と
し
、
登
用
者
が
地
域
限
定
正
社
員

の
新
卒
と
同
じ
格
付
け
に
接
続
さ
れ
る
よ
う

に
契
約
社
員
の
賃
金
表
を
作
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
り
契
約
社
員
か
ら
正
社
員（
現
業
職
）

へ
の
格
付
け
の
移
行
が
ス
ム
ー
ス
に
行
わ
れ
、

登
用
直
後
に
少
額
だ
が
月
給
が
上
昇
し
、
年

収
で
比
べ
て
み
れ
ば
賞
与
分
も
含
め
て
五
〇

万
円
程
度
増
額
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

正
社
員
（
現
業
職
）
の
賃
金
カ
ー
ブ
は
総
合

職
に
比
べ
れ
ば
緩
や
か
で
あ
る
が
、
勤
続
年

数
に
伴
っ
て
賃
金
が
上
昇
し
て
い
く
傾
向
が

あ
り
、
五
〇
歳
代
に
は
年
収
六
〇
〇
万
円
く

ら
い
ま
で
上
昇
す
る
。

4
ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
企
業
・
事
業
所
の
ヒ
ア
リ
ン

グ
調
査
か
ら
正
社
員
登
用
の
可
能
性
を
探
っ

た
。
恒
常
的
に
正
社
員
登
用
を
行
っ
て
い
る

企
業
・
事
業
所
で
は
、
新
卒
よ
り
も
中
途
採

用
や
内
部
登
用
と
い
っ
た
ル
ー
ト
で
正
社
員

が
確
保
さ
れ
て
い
て
、
地
域
採
用
枠
が
あ
っ

た
り
、
事
業
所
が
実
質
的
に
採
用
権
限
を

持
っ
て
い
た
り
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
う

い
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
企
業
・
事
業
所
の
正

社
員
数
に
占
め
る
登
用
者
数
の
割
合
が
高
い
。

　

登
用
者
の
仕
事
内
容
は
、
リ
ー
ダ
ー
職
や

従
前
の
仕
事
を
踏
襲
し
な
が
ら
習
熟
度
を
上

げ
て
い
く
と
い
う
傾
向
に
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
恒
常
的
に
正
社
員
登
用
を
実
施
し

て
い
る
企
業
・
事
業
所
で
は
「
い
ず
れ
正
社

員
に
」
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
仕
事
を
与
え

る
た
め
、
仕
事
内
容
は
正
社
員
に
近
似
化
し

て
い
く
。

　

正
社
員
登
用
を
行
っ
て
い
る
企
業
・
事
業

所
の
正
社
員
へ
乗
り
入
れ
時
の
賃
金
を
み
る

と
、
月
給
レ
ベ
ル
で
は
登
用
前
後
で
大
き
く

変
動
し
な
い
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
年
収
レ
ベ
ル
で
み

れ
ば
、
非
正
規
雇
用
の
時
に
支
給
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
少
額
だ
っ
た
賞
与
分

で
の
上
昇
が
み
ら
れ
る
。
多
く
の
ケ
ー

ス
で
登
用
直
前
の
非
正
規
雇
用
時
の
年

収
は
、
二
五
〇
万
円
程
度
で
あ
り
、
そ

れ
に
五
〇
万
円
程
度
の
賞
与
が
加
算
さ

れ
て
、
三
〇
〇
万
円
程
度
に
な
る
と
い

う
の
が
本
調
査
か
ら
み
え
た
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。

　

非
正
規
雇
用
と
、
正
社
員
の
賃
金
接

続
の
状
況
を
み
る
と
、
以
下
の
二
つ
に

分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
正
社
員
と
非
正

規
雇
用
の
業
務
と
賃
金
が
大
幅
に
重
複

し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。（「
均
等
待

遇
モ
デ
ル
」）。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
職

種
別
賃
金
と
な
っ
て
い
て
、
業
務
内
容

に
伴
っ
て
変
動
す
る
（
業
務
が
変
わ
ら

な
け
れ
ば
変
動
し
な
い
）。
従
前
の
業
務
を

そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、
正
社
員
登
用
が
頻
繁
で

量
的
に
多
い
。
も
う
一
つ
は
、
非
正
規
雇
用

が
正
社
員
の
下
位
の
階
層
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
（「
雇
用
形
態
階
層
モ

デ
ル
」）
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、リ
ー

ダ
ー
職
に
就
く
な
ど
、
ス
テ
ッ
プ
が
上
が
る

こ
と
を
前
提
に
正
社
員
登
用
さ
れ
て
い
る
た

め
、
登
用
条
件
が
厳
し
く
、
狭
き
門
と
な
っ

て
い
る
。
乗
り
入
れ
先
の
正
社
員
の
賃
金
が

職
能
資
格
制
度
で
決
定
さ
れ
て
い
て
、
総
額

人
件
費
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
観
点
か
ら
も
量

的
に
多
く
登
用
す
る
の
が
難
し
い
と
推
察
さ

れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
正
社
員
登
用
を
積
極

的
に
実
施
し
て
い
る
企
業
の
特
色
と
し
て
、

非
正
規
雇
用
者
と
正
社
員
の
業
務
が
完
全
に

分
業
化
し
て
お
ら
ず
、乗
り
入
れ
で
き
る「
汽

水
域
」
的
な
仕
事
の
領
域
と
賃
金
レ
ン
ジ
の

重
複
部
分
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ

の
重
複
部
分
が
大
き
け
れ
ば
、
正
社
員
登
用

は
量
的
に
も
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地

域
の
拠
点
に
は
本
社
が
採
用
す
る
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
層
と
は
別
の
現
場
ニ
ー
ズ
が
特
色
豊

か
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
地
域
拠
点
が
独
自
に

正
社
員
の
採
用
権
限
（
枠
）
を
持
つ
こ
と
で
、

正
社
員
登
用
が
活
発
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

今
後
、
労
働
契
約
法
の
有
期
法
制
の
影
響

か
ら
、
非
正
規
雇
用
と
同
様
の
労
働
条
件
を

踏
襲
し
て
、
雇
用
期
間
を
無
期
化
す
る
と
い

う
流
れ
が
加
速
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

を
「
正
社
員
」
と
名
称
付
け
す
る
か
は
各
社

の
判
断
で
あ
ろ
う
が
、「
正
社
員
」
の
雇
用
区

分
が
多
様
化
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

［
注
］

１　
『
労
働
力
調
査
』（
総
務
省
統
計
局
、
二
〇
一
二
年
調

査
）。『
労
働
力
調
査
』
で
は
、「
非
正
規
の
職
員
・
従
業

員
」
は
、「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」、「
労
働
者
派
遣
事

業
所
の
派
遣
社
員
」、「
契
約
社
員
・
嘱
託
」、「
そ
の
他
」

を
指
す
。

２　

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
で
各
社
固
有
の
雇
用
区
分
の
名
称

や
呼
称
が
あ
る
が
、（
例
え
ば
「
パ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ
」
や

「
ア
シ
ス
タ
ン
ト
社
員
」
な
ど
）
こ
れ
ら
は
「
契
約
社

員
」「
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」「
派
遣
社
員
」「
嘱
託
社

員
」「
請
負
会
社
の
社
員
」
に
読
み
替
え
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
契
約
社
員
」
：
特
定
職
種
に
従
事
し
、
期
間
を

定
め
て
雇
用
す
る
者
、「
嘱
託
社
員
」
：
定
年
退
職
者
等

を
一
定
期
間
再
雇
用
す
る
目
的
で
雇
用
契
約
し
た
者
、

「
請
負
会
社
の
社
員
」
：
業
務
請
負
会
社
と
の
契
約
に

よ
り
、
貴
事
業
所
で
働
い
て
い
る
者
、
と
す
る
。「
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
」
に
関
し
て
は
、
労
働
時
間
が
フ
ル

タ
イ
ム
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
係
わ
ら
ず
、
調
査
対
象
の

事
業
所
が
、「
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ト
」
と
し
て
採
用
し
て
い

る
者
を
分
類
し
て
い
る
。「
派
遣
社
員
」
は
、
労
働
者

派
遣
会
社
か
ら
派
遣
法
に
基
づ
い
て
派
遣
さ
れ
て
い
る

者
と
す
る
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

小
野
晶
子
（
お
の
・
あ
き
こ
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
主
任
研
究
員

二
〇
〇
三
年
日
本
労
働
研
究
機
構
（
現
Ｊ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
に
入
職
、
二
〇
一
四
年
よ
り
現
職
。

専
門
分
野
は
、
非
正
規
労
働
（
パ
ー
ト
、
派

遣
労
働
）、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
労
働
、
労
働
経
済
。

最
近
の
研
究
成
果
と
し
て
『
派
遣
労
働
者
の

働
き
方
と
キ
ャ
リ
ア
の
実
態
―
派
遣
労
働
者

･

派
遣
先
・
派
遣
元
調
査
か
ら
の
多
面
的
分

析
―
』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
160
、
二
〇

一
三
年
）
や
『
非
正
規
雇
用
者
の
企
業
・
職

場
に
お
け
る
活
用
と
正
社
員
登
用
の
可
能
性

―
事
業
所
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら
の
分
析

―
』（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
資
料
シ
リ
ー
ズ
№
137
、
二

〇
一
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

図６　倉庫業 M 社の賃金接続イメージ

派遣社員料金 契約社員 正社員（一般職）

新卒

？

現地採用

（勤務地限定）

総合職に乗り入れ有り
賃金

（時給換算）


